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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第３四半期累計期間
第11期

第３四半期累計期間
第10期

会計期間
自　2020年10月１日
至　2021年６月30日

自　2021年10月１日
至　2022年６月30日

自　2020年10月１日
至　2021年９月30日

売上高 （千円） 527,025 545,773 670,057

経常損失（△） （千円） △223,006 △244,770 △313,290

四半期（当期）純損失（△） （千円） △250,699 △244,144 △376,038

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） - - -

資本金 （千円） 281,000 281,000 281,000

発行済株式総数 （株） 19,500,000 19,500,000 19,500,000

純資産額 （千円） 1,818,001 1,461,517 1,692,662

総資産額 （千円） 2,074,739 1,756,553 1,942,740

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △13.44 △13.07 △20.17

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） - - -

１株当たり配当額 （円） - - -

自己資本比率 （％） 87.6 83.2 87.1

 

回次
第10期

第３四半期会計期間
第11期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2021年４月１日
至　2021年６月30日

自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △5.55 △3.66

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

３．１株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。

４．第10期第３四半期累計期間及び第11期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

５．第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失金額であるため、記載しておりません。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当

該会計基準等を適用した後の指標等になっております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸

表　注記事項　（会計方針の変更）」をご参照ください。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、2021年12月17日提出の前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありま

せん。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響下、ワクチン接種の進展やまん

延防止等重点措置の全面解除に伴う行動制限の緩和により、経済活動が段階的に再開したことで景況感が改善する

兆しがみられました。

　一方で、新たな変異株の出現による感染の再拡大も懸念され、本格的な景気回復の見通しは依然として不透明な

状況にあります。

　この様な経営環境の下、当社は、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から感染防止措置を講じな

がら「machicon JAPAN」掲載イベントの強化・拡大をしてまいりました。また、コロナ禍におけるオンラインでの

出会いを提供するマッチングアプリ「CoupLink」の運営についても引き続き積極的に展開しております。

　この結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高が545,773千円（前年同四半期比3.6％増）となりまし

た。損益面では、売上原価、販売費及び一般管理費合計が794,601千円（前年同四半期比5.4％増）となりました。

その結果、営業損失は248,828千円（前年同四半期は営業損失 227,156千円）となりました。四半期純損失は

244,144千円（前年同四半期は四半期純損失 250,699千円）となりました。

　なお、当社はインターネットサイト運営事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりま

せん。サービスごとの取組みは以下のとおりであります。

 

 

（イベントECサイト運営サービス）

　2022年６月末でリンクバルID会員数は231万人を突破し、当第３四半期累計期間におけるイベントECサイト運営

サービスの売上高は391,326千円（前年同四半期比2.5％増）となりました。

 

 

（WEBサイト運営サービス）

　「CoupLink」および「KOIGAKU」につきましては、引き続き効率的に事業運営を行い、当第３四半期累計期間に

おけるWEBサイト運営サービスの売上高は154,446千円（前年同四半期比6.4％増）となりました。
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(2）財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期会計期間末における総資産は1,756,553千円となり、前事業年度末に比べ186,186千円減少いたしま

した。これは主に、未収入金の増加が22,623千円あったものの、現金及び預金の減少が215,091千円あったことに

よるものであります。

 

（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債は295,035千円となり、前事業年度末に比べ44,958千円増加いたしまし

た。これは主に、流動負債その他の減少が25,429千円あったものの、未払金の増加が59,567千円、預り金の増加が

10,751千円あったことによるものであります。

 

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産は1,461,517千円となり、前事業年度末に比べ231,144千円減少いたしま

した。これは、自己株式の減少が24,361千円あったものの、四半期純損失等の計上による利益剰余金の減少が

255,505千円あったことによるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 72,000,000

計 72,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年８月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 19,500,000 19,500,000
東京証券取引所

（グロース市場）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。

単元株式数は100株

であります。

計 19,500,000 19,500,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2022年６月30日 － 19,500,000 － 281,000 － 276,000

 

（５）【大株主の状況】

　　　　　　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　　　　　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2022年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  - - -

議決権制限株式（自己株式等）  - - -

議決権制限株式（その他）  - - -

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 800,200 - -

完全議決権株式（その他） 普通株式 18,696,700 186,967

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。

単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式 3,100 - -

発行済株式総数  19,500,000 - -

総株主の議決権  - 186,967 -

（注）単元未満株式の欄の普通株式には当社所有の自己株式が60株含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社リンクバル
東京都中央区

明石町７番14号
800,200 － 800,200 4.10

計 － 800,200 － 800,200 4.10

（注）上記の他に、自己名義の単元未満株式60株を所有しております。
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりです。

 

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

取締役

人事総務部、財務経理部担当

兼 事業創造室 室長

取締役

人事総務部担当

兼 経営企画部 部長

兼 財務経理部 部長

鳴澤　淳 2022年４月１日

取締役

マッチングサービス事業部、技術部

担当

兼 事業企画室 室長

取締役

マッチングサービス事業部担当

兼 事業企画室 室長

松岡　大輔 2022年４月１日

取締役

マッチングサービス事業部、技術部

担当

兼 事業企画室 室長

兼 経営企画室 室長

取締役

マッチングサービス事業部、技術部

担当

兼 事業企画室 室長

松岡　大輔 2022年５月21日
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年 内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2022年４月１日から2022年６

月30日まで）及び第３四半期累計期間（2021年10月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

東陽監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年 内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいも

のとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2021年９月30日)
当第３四半期会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,830,273 1,615,182

売掛金 8,333 15,430

未収入金 23,196 45,820

未収還付法人税等 1,143 -

その他 13,921 16,238

流動資産合計 1,876,868 1,692,671

固定資産   

有形固定資産 12,939 11,442

無形固定資産 13,887 9,267

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,003 1,003

その他 39,045 43,172

貸倒引当金 △1,003 △1,003

投資その他の資産合計 39,045 43,172

固定資産合計 65,872 63,882

資産合計 1,942,740 1,756,553

負債の部   

流動負債   

買掛金 424 480

１年内返済予定の長期借入金 831 3,324

未払金 27,731 87,298

未払法人税等 - 2,712

未払消費税等 4,115 4,132

前受金 5,348 7,992

預り金 11,014 21,765

賞与引当金 17,521 8,150

その他 43,510 18,081

流動負債合計 110,497 153,939

固定負債   

長期借入金 119,169 116,676

資産除去債務 4,511 4,520

長期預り保証金 15,900 19,900

固定負債合計 139,580 141,096

負債合計 250,077 295,035

純資産の部   

株主資本   

資本金 281,000 281,000

資本剰余金 276,000 276,000

利益剰余金 1,529,517 1,274,012

自己株式 △393,916 △369,555

株主資本合計 1,692,601 1,461,456

新株予約権 61 61

純資産合計 1,692,662 1,461,517

負債純資産合計 1,942,740 1,756,553
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
　至　2021年６月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2021年10月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 527,025 545,773

売上原価 33,624 23,995

売上総利益 493,401 521,777

販売費及び一般管理費 720,558 770,606

営業損失（△） △227,156 △248,828

営業外収益   

受取利息 114 64

助成金収入 1,742 2,500

受取補償金 - 1,363

法人税等還付加算金 2,288 13

その他 7 307

営業外収益合計 4,152 4,249

営業外費用   

支払利息 1 47

その他 - 144

営業外費用合計 1 191

経常損失（△） △223,006 △244,770

特別損失   

固定資産除却損 941 218

賃貸借契約解約損 9,432 -

その他 603 -

特別損失合計 10,978 218

税引前四半期純損失（△） △233,984 △244,989

法人税、住民税及び事業税 520 404

法人税等還付税額 - △929

法人税等調整額 16,194 △319

法人税等合計 16,715 △845

四半期純損失（△） △250,699 △244,144
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第３

四半期累計期間の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しており

ません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

　これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

 

（追加情報）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当社におきましても今後の業績に影響が及ぶことが見込まれま

す。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しは不透明な状況にあり、影響の程度を予測することは困

難であります。

　当社では、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損会計等の会計上の見積りにおいて、新型コロナウイルス

感染症の影響は、翌期以降徐々に収束し回復するものと仮定し算定しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
（自　2020年10月１日
至　2021年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年10月１日
至　2022年６月30日）

減価償却費 11,439千円 5,898千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期累計期間（自　2020年10月１日　至　2021年６月30日）

１　配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間（自　2021年10月１日　至　2022年６月30日）

１　配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２　基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、インターネットサイト運営事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しており

ます。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

当第３四半期累計期間

（自　2021年10月１日

　至　2022年６月30日）

サービス別

　イベントECサイト運営サービス

　WEBサイト運営サービス

 

391,326

154,446

顧客との契約から生じる収益 545,773

その他の収益 -

合計 545,773

 

 

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
（自　2020年10月１日
至　2021年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　2021年10月１日
至　2022年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △13円44銭 △13円07銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △250,699 △244,144

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △250,699 △244,144

普通株式の期中平均株式数（株） 18,646,896 18,674,189

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

- -

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

金額であるため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年８月４日

株式会社リンクバル

取締役会　御中

 

東陽監査法人

東京事務所

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 玉川　　聡

 

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 水戸　信之

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リンク

バルの2021年10月１日から2022年９月30日までの第11期事業年度の第３四半期会計期間(2022年４月１日から2022年６月

30日まで)及び第３四半期累計期間(2021年10月１日から2022年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リンクバルの2022年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかっ

た。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断してい

る。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する

事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら
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れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書

日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していない信じさせる事項が認められない

かどうか評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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